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社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会 

第７回 公園緑地小委員会 

平成１９年５月２１日（月） 

 

 

【公園緑地課長】  大変お待たせをいたしました。 

 本日はお忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。た

だいまから、「社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会 第７回

公園緑地小委員会」を開催させていただきます。 

 私は司会を務めさせていただきます国土交通省都市地域整備局公園緑地課長でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日、ご出席いただきました委員は、現時点で１３名中５名でございまして、議事運営

第５に定めます定足数を満たしておりますことをご報告申し上げます。 

 なお、C委員、D委員、G臨時委員、A委員、L専門委員、M専門委員におかれましては、本

日はご都合によりご欠席との連絡をいただいております。E委員、及びJ専門委員におかれ

ましては、本日、少しおくれてご参加をいただけるということでございますので、ご了承

をいただきたく存じます。 

 次に配付資料でございます。お手元に一覧表とともに資料１から３、それから参考資料

１から５までお配りしてございます。合わせて８種類でございますが、並びにパンフレッ

ト２種類につきましても、お手元にお配りしてございます。ご確認をいただきまして、過

不足がもしございましたら、お申し出をいただきたいと存じます。 

 今、資料のご紹介をさせていただきました。参考資料２につきましては、未定稿のため、

委員のみにお配りしておりますが、前回の議事録でございます。内容等に修正があれば、

事務局までご連絡をお願いいたしたく存じます。 

 それでは、早速ですが、議事に移らせていただきたいと思いますので、これからの進行

は委員長、よろしくお願いいたします。 

【委員長】  本日はお忙しいところお集まりくださいまして、まことにありがとうござ

いました。 

 それでは、議事次第に従いまして進めてまいりたいと思います。委員の皆様、ご協力よ

ろしくお願いいたします。 
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 本小委員会では、これまで６回にわたり小委員会を開催しておりまして、各委員のご意

見を踏まえまして、事務局で今回、公園緑地小委員会報告「新しい時代における『みどり』

の整備・保全・管理と総合的な施策の展開のあり方について」（案）について、ご説明をお

願いいたしたいと思います。 

【事務局】  それでは、資料２と参考資料のほうが幾つかありますけれども、これに基

づきまして 終的な報告の案という形でご説明申し上げたいと思います。 

 まず、前回の小委員会のときに申し上げましたように、５回目のときまでは、この小委

員会におきましても、全体が計画部会のほうでも中間取りまとめであるので、中間取りま

とめという形にさせていただくという形でもって、この案のご説明をさせていただいたと

ころでございます。 

 前回もご説明させていただきましたけれども、今回、全体の計画部会のほうも次期重点

計画に向けた取りまとめと、その考え方を取りまとめていくということになりまして、そ

の辺はまた後ほどご説明申し上げますけれども、この小委員会におきましても、都市計画

部会に報告する 終的な案という形で取りまとめてございます。ですから、前半のⅠのほ

う、次期重点計画に対応し、重点的に整備・保全・管理を図る緑とオープンスペースの分

野とその目標、この部分に重点を置いて、Ⅱのほうは、今後重点的取り組みを推進すべき

事項というのがあるんですけれども、前回までは比較的Ⅱの部分のボリュームが小さく、

また、後の検討にゆだねるような書き方をしておりましたけれども、今回の案につきまし

ては、そこについて書き込みを行って、むしろボリュームとしては後半のほうが大きくな

っているぐらいの形になってございます。 

 では、ご説明いたしますけれども、前半のⅠ番の部分、次期重点計画に向けた基本的な

考え方につきましては、今までも２回、３回とご説明申し上げておりますので、本来でし

たら、 終の小委員会ということになりますと読み上げをすべきところでございますけれ

ども、要点をかいつまんでご説明させていただいて、それに関連する参考資料のほうで指

標のことなどはごらんいただきたいと思います。 

 ページをめくっていただきまして、１ページ目でございますけれども、「はじめに」とい

うことで、全体の都市計画、新しい時代の都市計画はいかにあるべきかという諮問の中で、

一番下に書きました①から④についてこの小委員会で検討するということで、その検討の

結果をこの報告としてまとめたという経緯をご説明しております。 

 ２ページに行っていただきまして、前半の「Ⅰ.新たな社会資本整備重点計画に対応し、
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重点的に整備・保全・管理を図る緑とオープンスペースの分野とその目標」ということで、

基本的認識のところは現下の経済社会情勢のようなことが書いてございます。 

 ２ページの下でございますけれども、大きい２番の（１）番ということで、この「みど

り」の概念、今回から都市公園等とか公園緑地と、あるいは緑とオープンスペースと言い

方から、平仮名で「みどり」という形で用語を使ってございます。その辺に込めた意味を

きちっと書くということで、「みどり」の概念、それから「みどり」に込める意味というこ

とをこの段で書いてございます。 

 ３ページのちょうど真ん中の、「こうした」というところでございますけれども、一番そ

こに「みどり」という言葉に込めた意味というのを圧縮して書いてございます。次期計画、

さらに将来の都市の緑のオープンスペースのあり方等の決定に当たっては、物理的・空間

的機能や効果だけでなく、良好な景観や地域の歴史・風土、生活文化の形成や自然観、郷

土愛の醸成等、国民の精神性や満ち足りた幸福感、心身の健康の向上など多くの価値観を

包含する包括的な概念をより強く込めた言葉として「みどり」という言葉を使う。かけが

えのない国民共有の財産である「みどり」の総合的な機能や効果を 大限に発揮させるこ

とを念頭に置き、検討を進めていくことが重要である。その際ということで、持続可能な

社会を目指し、生物の多様性や生態系を適切に保全すべきこと、それから「みどり」が健

全な都市生活を営む上で必要不可欠な環境基盤であることを、すべての「みどり」の整備・

保全・管理に当たって念頭に置くことが必要であるということでございます。 

 その次の（２）番ですけれども、「みどり」に期待される機能と。実際に「みどり」が発

揮している、あるいはこれから多く発揮すべき機能は何なのかということで、４ページ以

降にまとめてございます。これも後ほど参考資料のほうを見ながらご説明いたしますけれ

ども、項目だけ申し上げますと、４ページの①うるおいのある生活環境の形成、それから

②スポーツ・レクリエーション、自然とのふれあいの場の形成。今までの公園とか「みど

り」というものが一番ベーシックに持っていた機能というようなことを、①②で書いてご

ざいます。 

 それから③の地球温暖化等の防止、④野生生物の生息・生育環境の確保ということで、

幾つか先生方からお話がありました将来世代の財産となるというような概念ですね。生物

資源、遺伝子資源を保全し、すべての生命をはぐくむ機能を持っている。 

 それから⑤で都市・地域の防災性の向上。⑥で、地域に固有の美しい風景・景観、歴史・

風土、芸術・文化の形成ということで、右のほうのページに行っていただきまして、５行
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目ですけれども、「みどり」は自然と人、人と人、人と地域などの健全なつながり、コミュ

ニケーション、循環などの関係性を回復、向上させる機能、役割を根底に有しているとい

うことです。 

 （３）社会資本整備重点計画における「みどり」の対象範囲ということで、重点法の中

では、事業としては都市公園、それから緑地保全事業というようなものが入っているわけ

ですけれども、成果となる目標の立て方ですとか、どのぐらい達成したかというところを

見る上において、どういう「みどり」を対象にすべきかということを書いてございます。 

 都市公園とか道路、河川、港湾、広場、墓園、学校等の公共空間の「みどり」、それから

都市緑地法等による土地利用規制や契約・協定によって担保されている民有の「みどり」、

それから保全されている農地、林地、社寺境内地、あるいは家庭の「みどり」というもの

で、パブリックからプライベートの領域に至るまで、「みどり」は広義の公共財だと。前回、

根本先生から公共財という言い方が、これでいいかというようなお話があったんですが、

今回は「広義の」というのをつけました。その下にも広義の社会資本というのがあります

けれども、この辺の言葉の使い方についても後ほど何かあれば、ご示唆いただきたいと思

います。広義の公共財であるという認識に立つことが必要であると。「広義の社会資本」と

して評価される「みどり」の対象範囲をできる限り柔軟かつ広範にとらえ、適切に整備・

保全・管理するための方策を総合的に講じるべきであるというようなことでございます。 

 それから重点的に整備・保全・管理を推進すべき「みどり」の施策分野・領域について

ということで、これから施策展開する上での大きなポイントということで、そこに並べて

ございます。（１）中長期的に重要となる視点ということで、①美しい都市・地域・国土の

形成を目指すということで、その一番下に書いてありますように、水と緑豊かな環境の保

全・創出を推進する必要があるということでございます。②でございますけれども、歴史

と文化に根ざした香り高い地域の形成を目指すということでございます。 

 ６ページに行っていただきまして、③だれもが暮らしやすい社会の実現を目指す。④で

持続可能な都市・地域・国土・地球環境の形成を目指す。それから⑤安全・安心な都市・

地域・国土基盤の形成を目指す。⑥で、方法論でございますけれども、多様な主体の発意・

参画による活力ある社会の形成を目指すということで、右側のページに行っていただきま

して、７ページの一番上ですけれども、「みどり」に関する協働の取り組みというのが、一

人一人の生活を豊かにし、人と人との活発な交流を進め、社会全体を活性化し、国民一人

一人の力と意欲に支えられた都市・地域・国土づくりを進める大きな力となると。団塊の
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世代というようなお話もございましたので、多様な主体の自主性や協調性、信頼感や連帯

感に支えられた活力ある地域づくりの輪を広げる。関係性回復のためのプラットフォーム

としての「みどり」の機能に着目した取り組みを推進する必要があるというようなことで

まとめてございます。 

 （２）でございますけれども、次期計画における重点施策分野ということで、現行の４

分野、そこに書いてあります「暮らし」、「安全」、「環境」、「活力」の４分野ということの

中で、また、国土も考えていくということでございます。 

 きょう、午前中に計画部会の基本問題小委員会がございまして、その中で「暮らし」で

すとか、「環境」という分野を一緒にしてはどうかというご意見がございました。今回のこ

の小委員会の報告では、この４分野という形で分けているところでございます。 

 ８ページでございます。８ページの４の（１）で書いてございますのが、現行計画にお

ける指標ということで、そこに点線で囲いました「暮らし」、「安全」、「環境」ですね。「活

力」の分野につきましては、この「みどり」、公園の舞台は、現在のところ目標といいます

か、指標というものがないものですから、「環境」ということで、そこに書いてありますよ

うな指標を定めてやってきているところでございます。 

 ９ページの（２）でございますけれども、次期計画に向けての指標の考え方ということ

で、公的に担保されている「みどり」だけでなく、契約・協定によって担保されている民

有のみどりですとか、建築の敷地の中の「みどり」ですとか、さまざまな多様な「みどり」

をできる限り柔軟かつ広範にとらえて、わかりやすい指標を設定すべきであると。この中

でという下のところですけれども、「みどり」の量を表す総合的な指標については、今まで

人口１人当たりの量という形できておりますけれども、緑地の面積比率という、緑地率で

すとか、さらに一歩進めますと、「みどり」の質ということを考えると、良質な「みどり」

で覆われているかどうかということも含めて、機能、内容、質を反映させて、衛星画像と、

若干細かいことを書いてございますけれども、こういうものを使った緑被率というような

ものの導入を検討すべきだという形でまとめさせていただいております。 

 １０ページのほうに行きますと、重点４分野に対応する指標ということで、「暮らし」、

「安全」、「環境」、「活力」ということで、これは一番手を広げた形で、いっぱい載せてご

ざいます。後ほど、参考資料のほうでご説明申し上げますので、ここの部分は割愛させて

いただきます。 

 右側の１１ページに行きまして、「みどり」の整備・保全・管理の目標量ということで、
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まずは目標像をかこうということでございまして、真ん中の段の太い字で書いてあります

ところですけれども、ハード面においては「地域の自然・歴史・文化に包まれた暮らしが

実感でき、将来世代へ持続可能となる多様な『みどり』あふれる美しい都市・地域・国土

づくり」。「世界の人々が訪れる個性・魅力と品格のある『みどり』の歴史的風土の育成」、

「誰もが満足できる、安全でうるおいと優しさのある生活・交流空間を実現する質と量を

備えた『みどり』のストックの形成」。ソフト面において、「地域住民、ボランティア、Ｎ

ＰＯ、民間企業等、多様な主体の行動により、守り活かし育てる『みどり』の社会資本づ

くり」、それから「世界に誇るゆとりと豊かさに満ちた「みどり」の国民文化の形成」とい

うようなことを将来像という形で、これを目指していこうということで書いてございます。 

 それから、「みどり」の目標量というところでございますが、一番下の段でございます、

「総人口減少の局面を迎え、コンパクトシティと言われる」というところでございますけ

れども、「みどり」の将来目標量については、引き続き、連担した市街地において永続性の

ある「みどり」の割合、公的な緑地率を３０％以上確保することが望ましい都市像として

示す必要があるということでございます。 

 １２ページに行きますと、特に大都市ですとか、地方中枢都市においては緑化地域です

とか、あるいは立体公園ですとか、そういうような制度を使って、こういった目標を達成

すべきだということが書いてございます。 

 ここまでの前半のⅠにつきまして、参考資料の一番厚い資料でございます。参考資料の

５というのがあります。こちらのページを何枚かご説明をさせていただきたいと思います。 

 参考資料の１ページ目からずっと社会背景みたいなものをまとめてございますが、１２

ページをお開きください。 

 １２ページ以降、先ほど申し上げました「みどり」の概念ですね。１２ページにありま

す「みどり」の概念ということで、一番下にかけがえのない国民共有の財産である「みど

り」の総合的な機能や効果を 大限に発揮するようにしていこうというようなことが書い

てございます。 

 それから１３ページ以降、それぞれ先ほど申し上げました「みどり」に期待される機能

はどういうものだということが書いてございます。潤いのある生活環境の形成ということ

では、実線の枠で囲ってありますけれども、ストレスの軽減ですとか、ゆとりとか安らぎ

とかくつろぎ、あるいはくつろぎに満ちた生活の舞台、それから国民の心身をいやして、

健康を増進させるというような基本的な機能があるというような話。 
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 それから１４ページに行きますと、若干活発なレクリエーション、余暇活動というよう

なことも踏まえまして、スポーツ・レクリエーション、教養・文化活動、さまざまな余暇

活動の場として欠かせない空間である。将来を担う子供たちが健全に成長する上で欠かせ

ない空間で、明るく元気な未来を担う貴重な機能を有している。 

 それから１５ページに行きますと、地球温暖化の防止ということで、純粋な二酸化炭素

の吸収源、都市の中の「みどり」はそういうものに位置づけられていると同時に、温暖化

対策の普及啓発を図る場にもなります。あるいはヒートアイランド現象の緩和というよう

なこと、そういった国民の環境に対する意識の向上とか啓発というものが、「みどり」によ

って果たせますということでございます。 

 それから１６ページに行っていただきますと、そのような「みどり」の中で、一番下に

緑地保全地区ですとか、屋上緑化の事例が出ていますけれども、いわゆる公的なと言いま

すか、都市公園だけではなくて、いろんな「みどり」でこういった目標を達成していくん

だという事例を載せてございます。 

 それから１７ページは野生生物の生息・生育環境ということで、生態系の基盤を形成し

ているということで、ここには国営公園の常陸海浜公園の例でございますけれども、幾つ

かの例を載せてございます。 

 それから１８ページに行きますと、都市・地域の防災性の向上ということで、避難地・

避難路となる公園、救助・救援、復旧・復興拠点ということで、都市の防災性、防災機能

向上させる機能がありますということ。 

 それから１９ページで、地域に固有の美しい風景・景観、歴史・風土、文化・芸術の形

成というようなことで、都市や地域に固有の美しく風格のある風景・景観の基盤、あるい

は地域のにぎわいや活力、観光振興にも大きく寄与しているということで、下には沖縄の

国営公園の沖縄記念公園を載せてございます。右下のグラフでありますように、沖縄県に

入る入り込み数の、これは１７年ですけれども、１８年の速報値ですと、紫色の２５７万

人というところが２７０万人ぐらい。それから下のほうにあります博覧会地区のほうにも

３００万人ぐらい入っていますので、沖縄に入ってくる６００万人ぐらい人口と匹敵する

ぐらいの延べ人数が国営公園の中に入っているということで、こういう地域づくりの拠点

となるようなものもあるということでございます。 

 それから、２０ページに行きますと、「みどり」の対象範囲を広く考えていきますという

ことで、町の模式図から引き出し線が出ていますけれども、従来ですと、都市公園等整備
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５カ年計画ですと、一番左上の都市公園だけが対象であったというような形でございます。

現行の重点計画でも近郊緑地の特別保全地区がございますけれども、こういった緑地保全

事業のみが対象というような格好になっていますけれども、これからはなるべく幅広くそ

の効果を見ていくということから、そこにありますような屋敷林ですとか、農地ですとか、

民間事業者の緑化施設ですとか、下にありますような広場、墓園といったものを広くとら

えていこうということでございます。 

 資料は飛びますけれども、２９ページまで飛んでいただきたいと思います。２９ページ

以降に指標の例が出てまいります。まず 初に、都市域における水と緑の公的空間確保量

ということで、現行も使っている指標でございますけれども、緑で囲っている枠の中に書

いてあるような、そういった「みどり」の空間が１人当たり何平米あるかということでご

ざいます。従前ですと、一番 初に書いてある都市公園だけが対象になっていたという形

でございます。 

 それを、またさらに広げて３０ページでございますけれども、「みどり」の割合の状況と

いうことで面積比率で緑地率、緑被率というような格好で充実させていきたいということ

で書いてございます。緑の枠の中で囲いました中でも、地区計画で担保された緑地ですと

か、一番下の行の、市民農園、生産緑地、社寺境内の「みどり」、学校の「みどり」、住宅

地の「みどり」というようなものも入れて考えていきたいということでございます。下に

は横浜市ですとか、右側のページに鎌倉市の実例が載ってございます。先ほど連担した市

街地の３０％というような数字を申し上げましたけれども、たまたま３１ページの鎌倉市

の例が将来、市街化区域に対する割合３０％を目標にしようというような形でございます。

こういったときの「みどり」の定義ですとか、こういうものを統一しながら、全国的に対

比、比較対象できるような指標にしていくことが重要かなと思っています。 

 それから３２ページですけれども、バリアフリー化された都市公園の割合ということで、

今回新しく提案させていただいているものですけれども、いわゆるバリアフリー法が昨年

末に施行されまして、そこに書いてある真ん中のところに園路、広場、駐車場、トイレと

いうような格好で、法律に基づく基本方針の中でも目標値が定めてございます。そういっ

ただれにでも優しい公園についても、その指標をつくっていきたいと思っています。 

 それから、３３ページに歩いていける範囲の都市公園の整備率ということで、これは従

来あったものでございますけれども、一番身近な都市公園がどのぐらい整備されたかとい

うような指標でございます。 
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 それから３４ページに行きますと、安全の分野ということで、一定水準の防災機能を備

えたオープンスペースが１カ所以上確保されている大都市の割合、これは都市の割合でご

ざいます。右のほうに行きますと、広域避難地がちゃんと整備されているか、されていな

いかというような視点から、１人当たり２平米の広域避難地が整備されている、いわゆる

避難困難人口が解消されたか、されないかというような指標も考えていきたいと思ってい

ます。 

 それから３６ページに行きますと環境の分野ということで、二酸化炭素の吸収量という

ことでございます。これも現行の重点計画の中にもございますけれども、都市の「みどり」

で、これは二酸化炭素の量でございますけれども、２８万トンの温室効果ガスを１９９０

年以降の都市緑化でもって固定していくというようなものでございます。これも現在の計

算式などの精査もしてございますけれども、次期の計画の中でも地球温暖化の問題は非常

に大きい問題ですから、こういう指標というのが大きく取り上げられるんじゃないかなと

思います。 

 それから３７ページですが、生物多様性の確保に資する良好な樹林地等の自然環境を保

全・創出する公園・緑地ということで、これは目標とする量を定めてやってまいりました。

これについても踏襲していきたいと思っております。 

 ３８ページにつきましては、新たな指標でございますけれども、水と緑がいかにネット

ワークされているか。都市の環境、あるいは生物、野生生物にとってもいい環境が形成さ

れているか。あるいは人間にとってみると、そういった環境にアクセスしやすいかどうか

ということで、下の模式図といいますか、点的な公園と線的な、いわゆる河川ですとか街

路樹ですとか、リニアの「みどり」を塗りつぶしているようなものでございますけれども、

こういったところへの影響圏、あるいは誘致圏というようなものを塗りつぶして、都市の

中でどれだけネットワークが図られているか、今検討しております。 

 それから、３９ページ、これは「活力」に関する指標ということで、国営公園の利用者

数、それから４０ページに行きますと国営公園だけに限定しないで、歴史的・文化的資産

を活用した観光振興の拠点となる都市公園の年間利用者数というようなことで、こういう

ものも考えていきたいというふうに思っております。 

 以上が前半の部分でございまして、後半のⅡでありました、今後重点的取り組みを推進

すべき事項ということのご説明を、資料２に戻ってさせていただきたいと思います。 

 資料２に戻っていただいて１３ページでございます。 
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 １３ページ、まず１番でございます。「持続可能な都市を構築するための、多様な主体の

参加・連携による、多様な緑とオープンスペースのあり方と整備・保全・管理の推進方策」

ということで、より多くの主体で、いろいろな「みどり」に関する取り組みをしていこう

ということでございます。（１）番のところで、多様な「みどり」の整備・保全・管理を総

合的に推進するための戦略ということで、まず 初に多様な主体、組織に着目した書き方

をさせていただいています。これを継続的に維持していくためには、やはり組織が大事だ

ということで、多様な「みどり」の整備・保全・管理を多様な主体の参加・連携により、

長期的、継続的、安定的に推進するためにはということで、組織の育成充実を図るための

組織に関する枠組みとか手続等についての充実を図ることが必要だと。 

 一番下の段ですけれども、民有の屋敷林とか農地、この所有者としての個人、それから

公園愛護会ですとか、既存の愛護会ですとか、あるいは身近な自然環境の保全活動等を行

うＮＰＯ、それから市民団体、再開発等を行う緑豊かな公開空地等を創出する民間事業者

まで、「みどり」に係る活動を支える主体に対する支援というものを幅広く考えていくべき

だということです。 

 １４ページに行っていただきまして、「特に」のところでございますけれども、土地緑地

法に基づく緑地管理機構制度というものが一つはございます。それから、都市公園法の中

にも、４行目ですけれども、「公園管理者以外の者の公園施設の設置・管理」というような

制度もございます。こういうような制度があるけれども、これらを担う主体による活動と

いうのが、より幅広く継続的に実施するための組織に関する枠組みの充実を一層図るべき

だということでございます。 

 ２番目に、多様な主体が「みどり」の整備・保全・管理に係る、そういった取り組みを

する場合の制度の充実と、それから支援方策ということでございます。 

 ２段目のところで、ちょうど真ん中の「民有の」というところでございますけれども、

「民有の『みどり』の保全については、特別緑地保全地区制度に代表される土地利用規制」

と、それから税の減免や買い入れ要望のある土地に対する買い入れの、そういった基本的

な枠組みがあります。あるいは、土地所有者にかわって緑地管理機構というものが緑地を

管理するというような市民緑地契約ですとか、管理協定というような制度もございます。 

 「また」というところでございますけれども、民間事業者等による総合設計制度等によ

る枠組みですとか、緑化施設整備計画を認定して、建築敷地内の「みどり」を増やすとい

った制度もあると。あるいは社会貢献的な観点から評価・認定するようなシステムも始ま
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っている。こういった現行の取り組みに加えて、多様な主体による「みどり」の整備・保

全・管理に係る取り組みが、なお一層積極的に展開されるよう、法制度も含めた施策・制

度の充実を図るべきであるということでございます。 

 ①で、多様な主体による植樹活動。一つは、都市の中の森づくりというようなものの支

援制度をやるべきじゃないかということで、①で書いてございます。地球温暖化ですとか、

京都議定書というような問題もございます。一番下の、「このため」というところですけれ

ども、地方公共団体、それから公的なセクターだけでなくＮＰＯ等の市民団体、民間事業

者等による幅広い植樹活動、あるいは森づくりに対する新たな支援制度を構築すべきであ

るということでございます。 

 それから、１５ページに行っていただきまして、②広域的な取り組み、多様な主体によ

る取り組みを包括的に支援する制度も充実していく必要があるだろうということで、２行

目に書いてありますように、既存の制度としては緑地環境整備総合支援事業というのがご

ざいます。ちょうど真ん中のところに点が２つ打ってございますけれども、これが非常に

広範なエリアに及んだり、あるいは多様な主体が参加するというような場合に限って、読

み上げますけれども、対象とするエリアが複数の市町村に及び、都市公園事業をはじめと

して、市民緑地とか緑地保全事業、さまざまな事業を行政区域を超えて相互に連携させつ

つ行う場合。それから下の点が都市公園とか、市民緑地とか緑地保全事業、公共公益施設

の緑化ですとかいうようなものに加えて、民有施設の緑化、民有緑地の保全、こういった

多様な主体の取り組み、さまざまな取り組みを相互に連携させつつ、総合的、横断的に実

施するというような場合に、きちっと協議会をつくって、事業計画をつくって、それを包

括的に事業支援していくという事業制度を構築すべきじゃないかということでございます。 

 ちょうど、「また」というところです、②の上から８行目ぐらいですけれども、管理水準

のところにも触れてございます。いわゆる街路樹の管理水準が非常によくない、丸坊主の

ようになってしまっていることもよく聞くものですから、管理水準とか管理方針というき

め細やかなことも考えていく必要があるだろうということでございます。 

 １５ページの（３）で、地球温暖化対策も視野に入れた「みどり」の整備・保全の推進

ということで、持続可能な都市を構築するために、現世代のための投資でなくて、将来世

代に対する負荷をもたらす負の遺産を創出しないという視点が大事だということで、都市

緑化の分野においても多様な主体の広域的な連携によって、国及び地方公共団体が、まず

は率先して行っていくべきだということで、「このため」のところでございますけれども、



 -12-

国においてはということで、いわゆる吸収源の計算方法ですとか、算定方式ですとか、あ

るいは目標値ですとかいう話、それからやわらかい施策ですけれども、いろんなキャンペ

ーンを張って、緑化の大切さみたいなことをやっていくというような旗を振っていくこと

が大事ですよと。 

 それから１６ページの３行目にありますように、建設省の時代にありました「みどりの

政策大綱」、これを国土交通省版の政策大綱も策定して、公共団体の「みどり」の基本計画

ですとかいうものも含めて、そういったビジョンに基づいて、植生回復プロジェクトとい

うようなものを国民的な運動の輪を拡大していくべきだということでございます。 

 「さらに」というところですけれども、すべての「みどり」が、生物多様性や生態系を

支えるというような観点というものも大事だということを入れております。 

 １６ページの（４）ですけれども、「みどり」の充実を図るための普及啓発、国民運動的

展開、先ほども若干ありましたけれども、やわらかい施策の中でも、そこに書いてありま

したように３行目に、春は都市緑化推進運動期間というのが３カ月間やっています。秋の

１０月には都市緑化月間というのがございます。それから、２段目に行きますと、全国「み

どりの愛護」の集いというのを年に１回行っています。それから全国都市緑化フェア、か

なりこういった多くの取り組みをやっております。それに加えて、１９９０年と書いてあ

りますけれども、大阪の花博ですとか、２０００年、２００４年にありました淡路の花博、

浜名湖の花博といった国際園芸博といったものもやってきている。さらに、ことしからは

５月４日が「みどりの日」ということで制定され、「みどりの月間」ということが始まりま

した。その中で国民の関心とか理解を一層促進して、「みどり」についての国民の造形を深

めるということが目的になっているというようなことで、今までも普及啓発に力を入れて

ございますけれども、これからもっと普及啓発ですとか、国民への呼びかけということを

積極的に展開すべきだということでございます。 

 １つ目が国際園芸博とか、「みどりの愛護」の集いというものを積極展開していこうとい

うことで、１７ページでございますけれども、ＮＰＯをはじめ、市民団体、民間事業者な

ど、「みどり」に関するさまざまな活動団体と連携をとりながら幅広い展開をすべきである

ということで、「みどりの愛護」の集いについては、今まで国営公園でやっておりましたけ

れども、これからは県の中の取り組みの中でもやっていただこうということで展開してい

く検討をしているところでございます。 

 ②番目に国営公園のことを中心に書いてございます。国営公園は全国で今１６カ所開園
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していまして、年間３,０００万人のお客さんにいらしていただいています。そのお客様が

３,０００万人来るというポテンシャルを生かして、「みどり」の普及啓発とか、国民運動

の拠点にしていこうというようなことでございます。いろんなきっかけづくりということ

で、きょうはフォトコンテストのパンフレットがございます。後ほど見ていただこうと思

っております。非常にやわらかい施策なんですけれども、こういったことをやりながら、

「みどり」というものの大切さに目を向けていただこうということも考えていきたいとい

うことでございます。 

 それから③番で普及啓発を支える人材の育成と確保ということで、３行目に身近な緑化

活動、冒険遊び、スポーツ利用、こういった子供たちの安全で楽しいリーダー、それから

シニアボランティアみたいなもの、それから環境教育プログラム、専門的な分野、あるい

は高度な技能というような人材の養成まで含めて、幅広い人材の養成、確保に係る積極的

な取り組みが必要である。 

 ④では、多様な取り組み対する表彰制度、現行もございますけれども、こういった表彰

制度も広報活動にさらに重点を置きながら、行っていくことが大事だということでござい

ます。 

 １７ページの下は、都市緑化植物園とか環境ふれあい公園とかいうような活動拠点の新

たな展開ということでございまして、１８ページに行っていただきまして、これまでも鑑

賞目的ということで、都市緑化、いわゆる見本園的なものをやってきてございますけれど

も、ヒートアイランド対策ですとか、生物のビオトープですとか、里山の環境整備とか、

こういった環境共生型の緑化ですとか、ガーデニングや花卉園芸に対する要求とか関心が

高まっておりますので、いろいろと屋上とか壁面での技術開発も含めて、多面的な機能が

「みどり」の活動拠点に求められているということを踏まえまして、一番下ですけれども、

「みどり」の環境活動ネットワークセンターというようなもの、国営公園も含めまして、

ネットワークを強化して、「みどり」の活動拠点としての機能を高めていこうということで

ございます。 

 １８ページの大きな２番で、歴史・文化のところの２つ目の大きな柱として載せてござ

います。「個性と魅力にあふれた活力ある美しい都市・地域・国土づくりを進めるための、

歴史的・文化的資源等を活用した緑とオープンスペースのあり方と整備・保全・管理の推

進方策」ということで、これからのまちづくりにおいて歴史的・文化的な資源、観光資源

といったものを生かしたまちづくりというものが非常に重要なテーマであるということで、
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こういった文化財とか、由緒ある邸宅・庭園と一体となった「みどり」の存在というもの

は、都市に固有のアイデンティティーを与えて、地域への誇りとか愛着を生み出す。満ち

足りた暮らしを実感できる、そういったまちづくりに欠かせないというようなことでござ

います。 

 １９ページに行っていただきまして（１）でございますけれども、歴史的・文化的資源

と一体となった「みどり」の保全と整備・復元ということでございます。真ん中の「この

ため」というところでございますけれども、文化財保護法により、指定された文化財や登

録文化財と、こういった歴史的・文化的資源の適正な保全と整備・復元、管理等について、

都市公園事業というものを核として、周辺の景観・環境の形成も含めて行っていくような

計画というものを公共団体が策定して、それを国が認定して総合的に支援していくような

事業制度というものを構築すべきであるということで書いてございます。「その際」という

ところには、いわゆる単なるレプリカでなしに専門的な知見の活用によって、できる限り

史実に沿った復元を図るということが重要だということでございます。 

 （２）で歴史的・文化的資源と一体となった「みどり」の形成に関しての範囲というこ

とで、①は「『水と緑のネットワーク』の形成」ということで、単体のそういった歴史的・

文化的資源の「みどり」ではなくて、広がりのある有機的なネットワークをつくることが

必要であるということで、そのネットワークの形成を推進するための支援方策を講じるべ

きであるということ。その際に、「また」というところでございますけれども、土地利用や

建築物、屋外広告物などの規制とか誘導、こういうものも適正にやっていく必要があると

いうことをそこに書いてございます。 

 ２０ページに行っていただきまして、②でございますけれども、いわゆる眺望景観みた

いなものの保全が必要だということで、地域のシンボル、ランドマークとなるそういった

資源からの重要な視点場からの眺望景観の形成ということでございます。文章の中に、「重

要な視点場となる都市公園、水辺空間等からの良好な眺望景観の確保と形成を図るため」

ということで、都市公園法ですとか、都市計画法、景観法、都市緑地法といったものを総

合的、一体的に活用を図って、こういう眺望景観を保全すべきだということでございます。 

 それから、③番目に外国からの来訪者ということで、特にこういった文化資源、歴史資

源には、海外からの方々の大きな期待というものがございます。そういったことから単純

に歴史・文化へのアクセスというようなことから、わかりやすい紹介ですとか、そういっ

た配慮が必要である。ハードだけでなくて、いろいろ、シニアボランティアみたいなもの
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も含めて、ソフトの配慮も必要ですよということでございます。 

 ④番目に「次世代を担う子供たちへの配慮」ということで、子供たちが身近に接して、

魅力を感じてもらうことも必要だということでございます。 

 それから２０ページの（３）で、歴史的・文化的資源と一体となった「みどり」の普及

啓発というところでございます。都市公園法５０周年、それから古都保存法４０周年とい

う年が昨年でございました。この中で、美しい日本の歴史的風土フォーラムというのを行

いましたけれども、こういったようなことも継続的に実施していくような必要があるとい

うことでございます。 

 ２１ページに行っていただきまして、国として保存・継承すべき、特に重要な歴史的風

土に対する総合的な支援ということで、古都法の世界、それから世界文化遺産に登録され

た京都、奈良、あるいは暫定リストに載っている藤原京とか、そういった歴史的な風土、

こういったものの総合的な支援を、保全のための総合的な支援のための検討を進めるべき

だということでございます。 

 ２１ページには、「ストックのもたらす効果を相乗的に高めるための緑とオープンスペ

ースのあり方と整備・保全・管理の推進方策」というものを３つ目の柱にしてございます。

今までつくったストック、これからつくるストックの効果を 大限に生かしていこうとい

うことで、１つ目が他分野、他領域との連携の強化ということでございます。防災、教育、

福祉、医療、地域活動、いろいろ書いてございますけれども、今まで以上にいろんな領域

と連携することが必要であると。それから２番目に書きましたのが、防災の機能というも

のをきちっと確保することが必要だということで、耐震性の調査の実施ですとか、耐震性

の強化の工事の必要性ですとか、あるいは②で書いてありますような防災時、災害時の機

能ですね、災害応急対策施設等の機能をきちっと発揮させていくというようなこと。 

 それから、③番目に防災公園の区域外における広場ですとか、植栽ですとか、そういう

地域と一体的となった防災機能の強化ですとか、それから２２ページに行っていただきま

して、周辺の市街地、そういった市街地における樹木、そういうものも連続的に延焼防止

等の機能がございますから、安全性の強化のために役立つ、そういったところへの取り組

みも必要であるということも載せてございます。 

 それから、（３）ですけれども、さまざまな利用ニーズに対する的確な対応・満足度の向

上ということで、いろいろ問題として起きていること。例えばキャッチボールをしたら遊

んでいる人の頭にぶつかるとか、ペットの公園利用なども同じような側面がございます。
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こういった総合調整ですとか、利用者の自主的な管理の観点も含めて、管理運営の工夫で

すとか、そういう方策の充実を図るべきだと。 

 それから、２番目には、散策・休憩、コミュニティーの交流、あるいは文化・芸術の場

というようなことで、セミパブリック、セミプライベートな性格を有すると書いてござい

ますけれども、広場的な空間についても検討が必要ですよということを書いてございます。

道路の敷地ですとか、公開空地ですとか、そういうようなところの連携も含めて検討する

と。 

 それから、３番目の国営公園についても、自然教育、環境学習との拠点、環境行動普及

の啓発の拠点、里山の自然環境ですとか、地域植物遺伝子の保全というような新たな展開

を考えるべきだと。次期の国営公園整備プログラムの中で反映させてやっていくべきだと

いうことが書いてございます。 

 ２２ページの４番ですけれども、地域で守り、広げ、育てる活動の推進ということで、

幅広い住民、企業参加による「みどり」の保全と創出を進めるべきだということが２２ペ

ージの下の段に書いてございます。 

 ２３ページに行っていただきますと、「誰もが安心して『みどり』を利用できる環境の整

備」ということで、いわゆるバリアフリー法の中にありますように、だれでもが使いやす

い、あるいはやさしく使えるというような、そういったバリアフリー化に向けた取り組み

と。その取り組みを着実に推進していくための方策を講じるべきだという話。それから遊

具の事故ですとか、「さらに」のところで書いてあります、空間の不適切な利用、犯罪です

とか、外来種への対応ですとか、管理水準が低下しているとか、いろいろ問題点もありま

す。「特に」というところに書きました、 近ジェットコースターの事故などもありました

けれども、プールですとかジェットコースターですとか、ああいった事故が起きないよう

に、安全な「みどり」のあり方ということを考えていく上で、安全確保に関するような管

理基準ですとか、防災に関するような技術基準というものを整備すべきであるということ

でございます。 

 後に「おわりに」ということで、２４ページの 後のところでございますけれども、

次世代へ健全な「みどり」が遺贈され、世界に誇り得る豊かさ、ゆとりに満ちた「みどり」

の国民文化が形成されていくことを真に願うという形で、今回の報告という形でまとめさ

せていただいております。 

 それに関する資料は、先ほどの参考資料５の後半にございますけれども、ちょっと時間
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がかかりましたので、一度ここでご説明を終わらせていただきたいと思います。 

【委員長】  ありがとうございました。ただいま、資料２のご説明がございました。 

 今までの経緯を少し確認したいと思います。資料３の一枚紙をおあけいただきたいと思

います。 

 表側が審議経過でございまして、裏側が今後のスケジュール――今後につきましては、

資料２についての質疑が終わった後に、再度事務局からご説明いただきたいと思いますが、

まず昨年８月２日の都市計画部会の結果、この我々の公園緑地小委員会が設置されまして、

９月２２日以降、本日が第７回ということで、その中で特に６回にわたり審議を重ねてき

た次第でございます。 

 今後については、事務局と申しながら１つだけ申し上げますと、実は６月７日に我々の

小委員会の親に相当する都市計画部会の開催が既に予定されていまして、そこに向けて報

告をしたいと、これが小委員会の役目でございまして、それまでの間は、当然ながら加筆

修正は可能であるということになりますので、本日、こういうスケジュールを念頭に置き

ながら、ご意見を賜りました。また、適宜加筆修正等はあるという前提でご意見をちょう

だいできればと思います。 

 それから、F臨時委員が５時に退席と聞いておりますので、なるべくならその辺までにあ

る程度まとまっているといいのかなと思いますが、それはあくまで議事進行の様子によっ

て判断させていただきたいと思います。 

 では、どこからでも結構ですので、ご意見なり、また追加の意見も含めてで結構ですの

でご発言いただければと思います。どなたからでも結構ですので、よろしくお願いします。 

 H臨時委員、よろしくお願いします。 

【H臨時委員】  きょうのお話を聞いていて、やっぱりそうだなと思ったんですが、「み

どり」の推進、「みどり」の意味の拡大もございますので、それから、資料２の６ページで

したか、いろいろ「みどり」を愛するとか、機能とかいうのがございますが、安全・安心

なということも両方書いてございまして、これが結構、豊かな自然とか「みどり」と、安

全・安心というのは矛盾するときがあるんだなということも感じましたので、一事例を申

し上げたいと思ったのですが。 

 まず、「みどり」に勘定してもいいんじゃないかと思うのが、いわゆる砂浜ですね。浜辺

は、非常に生活環境、及び生物、微生物等の育成なんかに大事で、それがひいては魚のえ

さになったりして、漁業資源も豊かになるとか、あるいはこんぶですとか、いろんな海藻
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類がよく育つとかいうふうに言われていますが、たまたま皆様の手元に配りました伊勢の

二見浦へ参りまして、内容的な浜辺で、かつては、今もございますが、大正天皇がここで

海水浴をなさったといういわれのある浜辺だったんだそうですね。ところが、こういうふ

うに立派な護岸がなされました。その結果、浜辺がなくなっちゃったと。ずっと浜が引い

ていってしまったと。 

 確かに「みどり」はたくさん残っているんですけれども、浜が引いてなくなっちゃった。 

 何でこんなことをやったかというと、伊勢湾台風らしいんですね。伊勢湾台風のときに、

これではいかんと。汀線を守らなきゃいかんということもあったんでしょうか。何百メー

トルにもわたってこういう立派な護岸で、しかも親水性を増すために、ごらんいただきま

すと、階段状にもなっていますよね。こういうふうにしてあるから大丈夫と思われたんで

しょうが、この下まで潮が引いてしまって、ここに海藻がべったりついているんですね。

浜辺じゃなくなっちゃう。 

 どうなったかというと、ここが有数な観光地だったのに、観光地でなくなっちゃった。

ずっと土産物屋さんが並んでいて、修学旅行の生徒用のものが並んでいるんですけれども、

お客さんは全然いなくて、店の中にツバメが飛んでいると。平和な風景なんですけれども、

これを何とかしてくれと私は言われたんですが、いくらここへいいホテルを建てても、肝

心の観光資源がなくなっちゃっている。これじゃどうしようもない。これを撤去してくれ

るのかということを聞きましたら、これは県がやったので、市ではどうにもならんという

ことをおっしゃっていましたが、こういうことが起こるんだなと。 

 考えてみると、東京湾も高波が来る、高波が来るといろんなところの浜辺がなくなっち

ゃったなというようなことも考えたんですが、このごろの建物は、この後ろに建っている

のは別邸ですから木造ですけれども、ほとんどは鉄筋で建っていて、多少の高波が来ても

足元を洗われるかもしれないが、どうってことないじゃないかというようなものなんです

が、そういうふうにつくればいいので、浜辺をなくして護岸をつくってしまうというのは

まずい話で、この海浜を守るということ自体も、「みどり」を守るということの中に加える

べきじゃないのかなと。あるいは海浜を復活するということも。そんなふうに思いました

ので、町の再開発もいいですが、やっぱり自然の再開発が必要だなと、そんなふうに思っ

て、ちょっとご参考までに持ってまいりました。 

 ほんとうに別邸がございまして、立派な部屋なんかもあるんですが、ほとんど宴会か何

かに使っていたという状況になっていますね。これも歴史的な観光資源がもったいないな
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という意味もあります。何とかなるんなら、こういう委員会で提言なさったらどうかなと

思って、おせっかいですけれども持ってまいりました。ほんとうに、浜辺としては非常に

立派にできているんですね、ごらんのとおり。でも、人がいなくなっちゃった。そういう

ことのようです。 

 つまり、浜辺も「みどり」じゃないのかというような点が問題かなと思ったんですが。 

【委員長】  今のご指摘については、事務局長、何かお答えはございますか。 

【事務局】  海岸部の緑地と一体となって、そういうものも当然緑の中にカウントして

いくと思うんですけれども、純粋な砂浜とか海岸ということになると、またうちの小委員

会、あるいはうちの局だけの問題ではなくて、重点計画全体の中ではちゃんとフォローさ

れているところがございまして、ちょっと読み上げますけれども、現行の計画の中では、

再生した自然の水辺の割合という指標がございます。その１つが水辺の再生の割合という

ものでございまして、その指標の考え方のところを読み上げますけれども、過去の開発等

により人工的な構造物で覆われた水辺や海岸侵食によって失われた砂浜のうち、復元、再

生する割合というのがございます。もう一つ、湿地とか干潟ですね。先ほどのお話だと、

特に干潟のお話なんていうのが該当するんだと思いますけれども、湿地、干潟の再生の割

合ということで同じように、過去の開発等により失われた良好な自然環境である湿地とか

干潟の中で、回復可能な面積のうち――これは回復可能な面積のうちというのが分母に入

ってございますけれども、それを復元、再生する割合というのがございまして、うちの水

と「みどり」の公的空間確保量のと同じような良好な生活空間ですとか、良好な自然環境

の形成という、ジャンル、カテゴリーの中の目標値というものが設定されております。 

 ですから、うちの中でも、それを加味した書き方が当然できると思いますけれども、う

ちだけじゃなくて、ほかの分野でも、そういったところでもきちっとフォローされていく

話じゃないかなと思います。 

【H臨時委員】  ここに入っているわけですね。今まで水辺というと、川のふちとか池の

ふちとかそういうもので、あまり海岸のことが出ていなかったものですから。 

【事務局】  そうですか。 

【H臨時委員】  松林が大事なのか、海岸が大事なのかなんていうことも考えなきゃいか

んなと思っておりましたが、今のような事例、これを全部撤去して海岸に戻すかなんてい

うのが視野に入っているんですかね。 

【事務局】  こういった場所が、そういったそれぞれの海岸部局でもって計画の対象に
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なっているかどうかというのは、ちょっとわかりかねるんですけれども、ここで我々のほ

うの小委員会の取りまとめで、文章の中で、特に河川と書いていますのが、「みどり」の量

としてとらえやすいというところがございまして、海岸部の「みどり」の量をどういうふ

うに計測していくのかということになると、結構技術的には難しいところがあるんだと思

います。だけども、考え方として、きちっとそういうものも含んでいるんだよということ

を書くためには、例えば５ページの社会資本整備重点計画における「みどり」の対象範囲

というところがございます。ここの中には、確かに道路とか河川とか港湾とか、こういっ

た言葉が並んでいるんですけれども、こういったところで海岸とかいうような言葉、ある

いはそれ以外のところでも海岸という言葉を随所に入れるべきところに入れて、「みどり」

の世界からのアプローチでも、そういう海岸部に対する配慮が必要だということを出して

いきたいと思います。ただ、砂浜に戻すための事業とかそういったことを、それを確約す

るような目標値みたいな形のものを、「みどり」の世界からはなかなか言いづらいかなと思

います。 

 また、ほかのところで、どういうふうに表記されているのかというのかということは、

見守っていきたいと思います。 

【H臨時委員】  はい、大事な点だと思います。 

 もう一つ、質問してもいいですか。 

【委員長】  どうぞ。 

【H臨時委員】  この前、小田原にご一緒したときも感じたんですけれども、大事な観光

地に立派な電柱が立って、クモの巣のように、電気だけじゃなくて、このごろ通信線がす

ごい量なんですかね。ほんとうに必要なくなっているんじゃないかというような量が空を

覆っていまして、植物の生育も育っていますけれども、観光資源を損ねている。非常にひ

どいんで、あれを裏に回すか何かしないと。松山へ行ったときもそうでしたが、せっかく

の何とかの記念館に行く道路に電柱があって、道路は狭いから車が来て危ないし、写真を

撮ろうにもいっぱい電線はあるし、町中だけじゃなくて、ああいうところからも早く、看

板のほかに電柱の撤去というのは、看板の原因となっている電柱を撤去したほうがいいん

じゃないかというふうに思っています。 

【公園緑地課長】  秋山記念館のことですか、違いますか、記念館というのは。 

【H臨時委員】  ええ、そうです。ここのところも御所の前にちゃんと電柱が立っている

のが見えますよね、別邸の前。そんな調子ですね。あれは、もうほんとうに必要なのかし
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らと思うようなところに立っていますね。ちょっと裏に回せばいいのに。 

 以上です。 

【委員長】  今の無電柱化については何かお答えはございますか。 

【事務局】  これも全体の重点計画の中では、道路の分野の指標に入っているんですけ

れども、市街地の幹線道路の無電柱化率という指標が現行でもありまして、これを次も継

続していくという格好になっています。ちょっと読み上げますと、都市計画法における市

街化区域に定められていない１０万人以上の都市における用途地域の一般国道及び、都道

府県道でと。これは多分指標としてやる関係上、分母を限定するために１０万人以上と書

いているんだと思いますけれども、電柱とか電線のない道路の延伸の割合というのが書か

れています。ですから多分、これに対応する内容というのが、またほかのところでも記載

されると思いますし、特に観光資源となるようなところについて配慮されるべきというこ

とは、ほかのところでフォローされるんじゃないかと思います。 

【委員長】  どうぞ。 

【公園緑地課長】  １９ページ、２０ページあたりで、水と緑と歴史のネットワーク形

成とか、眺望景観の形成といったようなことを記載していますが、もう少しこちら側から

の提案として、今言われたようなことも少し書き加える形で、付加したいなと思います。 

【委員長】  はい。では、ほかのご意見。どうぞ。 

【I専門委員】  ちょっとわからないことがあるんですが、Ⅱの１３ページからの文章で

すが、これはきょう今回初めて出たわけですが、これはこれから何回かで検討していくん

ですか。それとも今回だけでいくんですか。 

【事務局】  はい。 

【委員長】  今回で。 

【I専門委員】  今回。 

【委員長】  つまり、来月もう報告しなければいけませんので。それまでは修正期間で

す、その前提で。もし、ご意見があれば、具体的なご意見をいただいたほうが。 

【I専門委員】  そうですか。もう少し早くいただきたかったなという感じがあるんです

けれども。そうですか。 

 そういたしますと、ちょっと何カ所か、後ほど文章はお送りするとして、１４ページ目

の下のほうに①「多様な主体による植樹活動」とあるんですが、日本ではとかく植樹活動

というやつを、「みどり」ということと結びつけるんですが、これは非常に危険でございま
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して、実は生来の遺伝子という考え方からすると、圧倒的に野草の遺伝子を利用すること

がずっと多いんですね。食料はほとんど野草でございます。医薬品もほとんどそうですね。

木というのはほんのわずかなんですよ。そういうことを考えると、植樹をしてはいけない

場所というのは随分あるんです。野草を生やしたほうがずっと重要だということもあるん

です。 

 それから、ついこの間もある国交省の関係で、現場を見に行きまして大変問題になった

のは、緑化をしなきゃいけないということになって、そのためにやっぱり植樹をしよう、

木を植えるんだというんですよ。ところが周りが自然地の場合には、木を植えてはいけな

いんですね。土壌をとっておいてまいて、まいてそのまま置くということが一番いいこと

なんですよ。木を植えるということは、違う遺伝子を持ってきちゃうことが非常に多いん

ですね。ですから、国際的にも基本的にそういったところには木を植えない。 

 東京の真ん中みたいなところですと、周りから木が入ってきませんから、これはある程

度潜在的な在来種というものを植えるということはわかるんですが、しかもそれも木だけ

を全体に植えるというのは、これはまずいんですね。これはどこを植物でいくのか。植物

から林に遷移していきますけれども、その遷移の過程がすごく重要なので、いきなり潜在

植生の木をどーんと植えちゃうというのは非常に危険なんです。 

 そういうことからすると、いきなり植樹活動となることは非常に問題が多い。緑化の、

ほんとうの自然を戻すということであれば、ほんとうは自然化であって、土壌をまいてお

いて何も植えないほうがいい。まいた種子から出てくるものを、まず草が出てまいります、

草本類が。それから木へと徐々に遷移していく。その過程をきちっと守らないと、将来世

代の自然とかは守り切っていかないのであって、この辺がちょっと問題かなという感じが

いたしました。 

 それから、１５ページ目の一番上に、「この際、地球温暖化の対策や都市の環境改善」と

書いているんですけれども、ここでやっぱり基本的には生物多様性のこともちょっと入れ

る必要があると。要するに環境問題というのは２つあるんですね。地球温暖化をはじめと

して、これは大きくとらえるとごみ問題なんですけれども、廃棄物の問題。このごみ問題

と遺伝子がなくなっていく問題がありますね。生物多様性の問題です。２つあるわけです。

この２つを並べる必要があるんじゃないかなと思います。 

 それから１６ページです。これは花博とかいろいろあるんですけれども、日本の場合、

かなりお祭りごとで終わっちゃう部分が多くて、これはあまり感心しませんね。やること



 -23-

はいいんですが、中身をもう少しきちっとしないと、少なくとも、ヨーロッパでやってい

る「みどり」の博覧会的なものというのは、もっとずっと５年とか１０年かけてやって、

ちゃんとそこは、将来の「みどり」の空間として残すという基本的な考え方であるわけで、

線香花火的なもので終わるというのはあまりいいことではない。しかも入ってみると、外

来種のオンパレードですね。 

 ついこの間もあるところで地域振興だというのでやって見にいったら、シバザクラがだ

ーっと植わっているんです。あれはアメリカの植物なんですね。それが、山岳地のすごい

自然を守らなきゃいけない場所でやっているんですよ。そこへ行くと、６０万人来てよか

ったねと言っていて、ほんとうによかったのか。よくわからないですね。日本人の文化っ

て一体何なんだろうかと思いましたけれども、そういうことが、この博覧会関係というの

は非常に日本では多いので、中身をどうするか。何でやるのかということですね。ほんと

うの国づくりの自然と共存した美しい国をつくろうということの哲学が見えないというこ

とが多いんですね。ここもやっぱり中身を書いてほしいなという感じがいたします。 

 大きくはそんなところでしょうか。 

【委員長】  今のご指摘に対して何かご回答はありますか。 

【事務局】  今回、全体の取りまとめとして、我々事務局も中間取りまとめという格好

が許されるということを前提にして作業を進めていた関係上、次回からこの後半部分とい

うことを 初は想定していまして、ただ、全体の動きの中が、とにかくもう重点計画へ向

けた考え方の取りまとめというのを、この７月という時点で全部終わらせるという方向に

なってきていまして、それで急いでこういう書き方になってしまいました。 

 今のお話ですけれども、 初の遺伝子、植樹の関係のところとか、それから博覧会の関

係ですとか、ちゃんと博覧会自体を裸で表記するんではなくて、そういった内容みたいな

ものを書き加えさせていただいて、いずれにしても重要な普及啓発手段であることには変

わりないと思いますので、その辺を書き加えさせていただいて、残させていただきたいと

思います。 

【委員長】  特に、公式行事含めてお持ちですので、そういうことが多分背後に、こう

いう記載があると思います。 

 また、 後の具体的な加筆については、いろいろ、今のご発言を踏まえて検討させてい

ただきたいと思います。 

【A委員】  今の生物の多様性については、お話しいただいたんですが、私も幾つかそう
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いうあたりが気になっていて、特に野草関係につきましては、わりと植物についてはイギ

リスなどでは、薬草園の関係の方が持続可能な社会づくりということで、大学で研修をし

たりとかしている。日本だとほとんどそれがないんですね。 

 それと、今、野草のことを知っている人は８０歳ぐらいなんですね。団塊の世代はほと

んど知らないんです。そうすると、その知恵というんでしょうか、知識をどう伝えていく

かというあたりで、野草を食べる会とか、ＮＰＯ的な人が本を出していますけれども、そ

れはほんの微々たる活動でしかないんですね。そうすると情報をどう伝えていくか、一般

の方たちに。そこのところが何かちょっと書き込みがあると助かるかなと思います。 

 特に情報というのは、例えば、私が地方に行きまして、ギフチョウを守る会をやってい

る人たちがいるんですが、その地域を見せていただきますと、ちょっと小金持ちになって、

敷地の広い家を建てられているんです。そうするといわゆる日本庭園をつくるんですが、

そうすると、ギフチョウは、ほとんど来る植物がなくなっちゃったんですね。その近くの

小学生が守っているんですが、今度はそこにギフチョウがいるということを知っちゃうと、

荒らされるということで、子供たちは年に２回手入れをしているんですが、そこを散歩道

から見えないように隠して手入れをするとか、そういうことがあって、自分の庭園、今回

わりと民有地の「みどり」が書かれておりますけれども、それが大きなお屋敷のものを残

すということはまた大事ですが、それぞれの庭をつくるときに地域のもともとの植生とか

文化に合った、風土に合ったものを植えていた。そうすると、必然的に柑橘類とか、カン

アオイとか、そういう中でギフチョウが来るわけですけれども、そういうあたりもほとん

ど一般の方はわかっていないんですね。ですから、民有地を大事に、民有地の「みどり」

をといったときに、そういう情報を一つ大事な提供として、やる仕掛けをちょっと書いて

いただけると、少しはまた対応してくださる方たちが増えてくるのかもしれません。 

 それからもう一つ、私、ことし千鳥ヶ淵を歩いてみたんです、桜がきれいだったという

ことで。しかし、私の友人はやはりここで農薬が使われているというんですね。次の日に

目がちかちかとか、きれいな「みどり」を、あるいは桜を鑑賞しようとするための手入れ

が、メンテナンスとして薬剤が使われているということで、そういったあたりを、メンテ

ナンスのことが大分書き込まれていますが、そこが健康管理とともにどう書き込んでいく

かということが、これは具体的指標まであらわせられないところもあると思うんですが、

そういうあたりが１つ。 

 それから、こども環境学会をやっておりまして、４月末に、乳幼児からの遊びというこ
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とで、公園の利用のことを少し考える分科会を持ったんですが、そのときに横浜市の環境

創造局では、公園を少し継続的に使う方は改廃というんですかね。今までの公園法では一

切手を加えられないということで、羽根木プレーパークなどは、ほとんど初めに許された

とおりにしか改変していないんですが、１つ事例ができたので、これは多として進め……。

そういった継続的に使うということを市と契約を結んで、乳幼児の方が、そんなに仰々し

い草花は要らないわけですね。原っぱとかそういうところで、ちょっとした工夫で、お母

さんたちも来て、そこに今、子育て支援の、子育て経験の中年のお母さんたちが、お母さ

んたちをサポートしています。そういうところに使えるような提供ですとか、そういうこ

とも少し書き込んでいただければありがたいかなと思って、伺っておりました。 

 先ほどの情報提供につなげて考えますと、イギリスなど、夕方ぐらいのテレビで、ＢＢ

Ｃ放送が子供向けのランドスケープのプログラムをやっているんですね。それは簡単なお

台所、キッチンのお盆に紙粘土で造形は、景観はどういう形でつくってほんとうに身の回

りにあるもので、子供たちに興味を持ってもらうような形。そして、歴史的な公園とか建

造物がどういう形で動くのかとか、そういう番組をやっているんですが、日本はほとんど

今、マスコミのあれは見せられない。そして、子供たちは興味があるのはゲームしかない

んですが、ほんとうは身の回りに対しては大事だと感じている子供は多いんですね。学校

で４年生ぐらいまでの授業を見ていると、日本の子供はとても生き物が大好きですし、植

物も、栄養士の先生が本物を食べさせたいということで、子供たちに種からまいてやると、

ほんとうに土を触りながら、太陽と水と、大きく育ってねと願っているんですね。地域の

菊づくり名人が来ても、子供たちは触らせてもらえないんですね。 

 そういうことで、もう少しそういったプログラム的なものも、何かテレビの情報とか、

そういうものでも少しやっていただける、あるいは、全国に国交省のセンターがあるのか

もしれませんけれども、そういったところでも情報提供していただけるような形、プログ

ラム提供していただけると、もう少し先生たちも、あるいは地域の方たちもそういったも

のを活用しながら、子供たちと一緒にやっていかれるということができるのではないかと

いうふうに思っています。 

【委員長】  ありがとうございました。今のご指摘に対して、何か事務局からお答えに

なることはありますか。 

【事務局】  初の民有地の中のいわゆる野草ですとか、自然の関係の情報の話ですと

か、あるいは 後の環境教育的なプログラムの取り組みみたいな話と、それから公園の場
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の提供というような機能をきちっとやるべきだという、その辺はきちんと書き加えていき

たいと思います。 

 一つ、確かに抜けていてまずかったなと思うのは、農薬の関係とか、安全とかいうこと

を書きながら、そこの部分に触れていなかったなという反省がございます。公園の中では、

幼虫害があまり大量に発生しなくても定期的に農薬散布するということが一部見受けられ

るというような指摘がされているところもありますので、ほんとうに必要 小限の、利用

者にとって不快になったり、あるいは非常に刺されて痛い虫があるとき、大体そういうふ

うに普通はやっているんですけれども、そういうときだけ駆除のために使うというような、

きちっとした考え方のもとで使うというような配慮が必要だということも、安全の中で書

いていきたいと思います。 

【A委員】  すみません、ありがとうございます。 

 それと、もう一つ、今、マネジメント、管理がいき過ぎちゃって、学校の先生が一番困

るのは、ドングリとかそういうものを活用しようとするときに、みんな清掃されちゃって

いるんですね。前の日に行って、管理事務所に、ぜひドングリをまいておいてくださいと

か、そういうことをお願いしなくちゃいけないほど、日本の方のまじめ過ぎるところがあ

って、先生は事前に行きますから、去年はあったのにことしはないとか、非常にその辺の

ところが。じゃ、学校でドングリを植えればいいかというと、またそこも、今度はメンテ

ナンスの問題があったりとか、ちょっとややこしいところもあるんですが、子供たちは学

校でそういう自然公園まで行って学習していますので、その辺を。あまり書き込み過ぎて

もいけないので、具体的な指標にするときにはちょっと書き込みなさいということも、そ

ういったのもよろしくお願いします。ありがとうございます。 

【委員長】  F臨時委員、どうですか。 

【F臨時委員】  これは来月７日には報告ですね。きょうのご意見も含めて、あと委員長

に整理していただいて、私はそれで。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 では、もうしばらく時間をとりたいと思います。マリさんがおくれて来られたのですが、

実は６月の、資料３に今までの経過と今後が出ているんですが、６月７日に親の委員会の

組織となります都市計画部会に報告したいということになりまして、ぜひ、こういう点の

加筆修正とか、もしあれば、具体的にご指摘をいただけるとありがたいなと思うんですが、

いかがでしょうか。 
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【E委員】  今のお話、生態系の話もあったんですが、野草の話で、以前も話したと思う

んですけれども、アメリカのヒルトンヘッドアイランドという、サウスカロライナは都市

計画の中に、そこにもともとから存続している植物以外のものは、町の景観とかランドス

ケープには使わないということを条例でつくっているんです。ですから、都市計画とかま

ちづくりの中にこのように植物も一部分としてちゃんと組み込む、ワンセットであると。

形だけではなくて、やはり生態系ということもすごく重要なので、理想としては私もそう

であってほしいなとは思うんですが、やっぱり一定地域に関しては、もともとからそこに

存在していたもの以外は使ってはいけないみたいな。よく日本になかったような植物とか

花があちこちにあったりすることがあると、何となく不思議な感じもします。都市計画と

か景観条例とかそういうものの中に、逆にただ「みどり」としてのイメージではなくて、

組み込むということも考えられるのではないかなと思うんです。 

 もう一つ、ストックの話が２１ページに出てきているんですけれども、ストックという

のは、「みどり」のストックと、あと、これは社会資本整備の基本の中に組み込まれるもの

でもあるわけですけれども、道路の利用の仕方というのは、先ほどH臨時委員からの話の中

でも海岸と同じだと思うんですけれども、海岸の護岸として使っていないときには、やは

り「みどり」に戻してもいいんじゃないかと思うんです。で、「みどり」として活用できな

いというんでしょうか、別の用途として使わなければいけないときには、道路とか、また

そういうハードに戻していくという。 

 もうちょっと融通があってもいいのではないかと。例えば、銀座通りにちょうど数寄屋

橋のほうから皇居、警察署のほうに向かっていくと、途中から道が下にくぐって、そして

ちょうど裁判所でしたか、法務省の手前のところで上がりますね。今の日比谷公園と皇居

が大きな広い道路で切断されているような状況なので、例えばあの道を全部アンダーグラ

ウンドに、一部だけではなくすべて持っていけば、上に緑化できて「みどり」が増え、そ

して道路もちゃんと通るような形で「みどり」を増やしていく。この日比谷公園から一体

感がずっと感じられるように、道路を下に下げていくということだってできると思うんで

す。 

 例えば岐阜市みたいに、私も以前から言っている広い道を、一回拡張したものの、地域

がさびれてしまって、広い道路が似合わなくなってしまっている地域もあるわけですから、

そういうところの両側をもう一度緑化することができると。だけれども、また地域が発展

し、また人口が増え、そして道路を拡張しなければいけないときには、グリーンベルトを
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もう一回活用すると。もうちょっと余裕を持って、以前リダンダンシーという言葉がはや

りましたけれども、そうやってストックとして、単なるハードではなくて、面積をストッ

クとして確保できるように、それをいかようにも活用できるようにするということも大事

じゃないかなと思うんです。 

 今、三菱地所が新しい新丸ビルと丸ビルの間のところに木を植えるんですね。そうする

と、道は狭くはなるんですけれども、東京駅から皇居を見たときに、一列になったきれい

なラインにまた戻るということが、非常にそこの地域にとっても景観的に美しくなるわけ

です。それが、ただ一企業がそういう形でしていくんではなくて、やはり都市や町、そし

て自分の地域全体として、何かものができたときに一緒になって支えていこうということ

も、そこで一つの動きが出てくると思うので、そういうこともこの中に組み込んでもらえ

ると、それこそ地方都市で人口が減り、例えば津市みたいなところに行くと、ほんとうに

歯抜け現象で、もう全く人が歩いているのかどうかわからないような状況で、あちこちぽ

つり、ぽつりとたくさんのオープンスペースがあって、それで道路が非常に寂しい感じが

するところに、もっとふちのところに「みどり」を増やしましょうとか、そういうことが

できるようになれば、また地域の潤いというものが出てくるんじゃないかなという感じも

するんですが。 

【委員長】  ありがとうございました。今のご指摘に対してはいかがでしょうか。 

【事務局】  道路の地下化の話も非常に大規模にやるということになると、いろんな問

題があって、なかなか直接にこういうことを推進すべきだということは書きにくいんです

けれども、以前この審議会の中でご紹介させていただいた例で、仙台市の定禅寺通りの例

があったんですけれども、もともと都市計画道路であったところが、真ん中の中央分離帯

を公園としてダブルで計画決定していたところが、いろんなカフェとかジャズフェスティ

バルだとか、そういうことで使われていく過程の中で、道路としての計画決定を外して公

園、ほんとうの純粋な公園として機能するような空間として整備をしているという例があ

るので、その辺を手がかりにして、余裕のある土地だとか、そういうものに「みどり」の

機能だとか、公園的な機能を付加していくことを積極的に進めるべきだということをちょ

っと考えてみたいと思います。 

【委員長】  ありがとうございました。何かご意見ございますか。 

【J専門委員】  すみません、もうちょっと時間があるものだと思っていたのでゆっくり

考えていたんですけれども、前回は後半は後半とあったのは、そんな恨み言を何とかもあ
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ったものですが。 

 重要なことだけお話しさせていただければと思いますが、先ほどもありましたが、植樹

活動と森づくりに対する支援制度とか書かれているんですが、 初のⅠのほうで、「みどり」

というのは環境回復のプラットフォームであると書いていただいて、それはほんとうに感

謝なんですけれども、自然と人や、人と人、町の環境等の環境回復、でも環境を回復して

いくための具体的な行動というのは、参加・協働だと思うんです。市民がどうここに参加

し協働していくかということだと思うので、それの具体的な施策の部分が後半の議論だろ

うと思っていたのでゆっくり考えていたんですが、その部分はあまり具体的に触れられて

いないなというのが正直な感想です。 

 ある種それは限界があるのかもしれないのですが、ただ、そこで絶対に触れておいてい

ただきたいなというところがあって、いわば、今ありました森づくりに対する支援制度と

かが書かれていて、この文章の 後を見ると、植樹活動には先ほどご指摘があったように

いろんな問題があると思うんですが、森づくり等に対する新たな支援制度を構築すべきと

いうことがあって、次にまた②のほうでも、「広域的な取り組み、多様な主体による取り組

みに対する包括的支援制度」云々とあるんですが、ご存じのように具体的にハードに対す

る支援制度というのは随分いっぱいあると思うし、今回もできてくるのでしょう。先ほど

の護岸の整備や道路にしても、森にしても、ハードに対する支援制度は出てくると思うん

ですが、今回の書面にもソフトという言葉は出ているんですけれども、何をソフトとして

いるかという、今一番重要な、先ほど言いました関係性回復のための参画・協働というの

は、やっぱりムーブメント、運動だと思うんです。国民運動と言ってしまうと、何か上か

ら下への運動ですけれども、一番重要なのは下から上がってくる自発的なボトムアップの

ような運動というのはすごく重要だと思うんです。特にこの「みどり」についてはものす

ごく重要だろうということを、多分多様な主体の参画という中で言われているんだと思う

んですが、それに対してのほんとうの具体的な支援制度、いわゆるムーブメント、運動論

に対する支援制度というのを、かなり確実に書いておいていただきたいというのでしょう

か。 

 やはりハードというのはわかりやすいわけですね。いつも言われることですけれども、

図面をかいたり何したり、これに幾らかかりますということに支援がつくというのはわか

りやすいんですけれども、運動論についてはよくわからないので、結果的につかないケー

スが多いですし、市民活動や市民参加のいろんなプロジェクトに対して、やはりなかなか
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支援というのは具体的にされにくいというのが現状だと思います。 

 今回、これはある種、多様な参加であったり、ここまで書かれているのは画期的なこと

だと思いますので、特にそれをほんとうの意味で具現化していく担保としても、いわゆる

ムーブメントといいますか、運動に対してどれだけ支援していくかということを確実に書

いていただけるというか、書き方は難しいと思うんですけれども、そう思います。 

 その一つは、例えば森づくりとあるんですけれども、実はもう一つ重要なことは森利用

のほうでもあると思うんです。つくるのも重要ですけれども、例えば日本においては森が

もっと使われる必要がいっぱいあると思うんですね、間伐材の問題から。実は私、今、２

００９年にある横浜開港１５０年のプロデュースをやっているんですけれども、そこでは

横浜の竹をいっぱい使おうと思っています。実は今、日本全国中竹というのが非常に森を

侵している存在になっているわけですね。ご存じのように、かつて竹というのは非常に身

近な存在で非常に利用度が高かったんですが、化学的なというか、プラスチック等によっ

て全部代替されてしまって、今ほとんど使われなくて、実はタケノコすらも東アジア産に

なっていってしまう。 

 横浜というのは実はタケノコの産地だったんですが、ほとんど横浜産のタケノコが食べ

られなくなったので、放置竹林になってしまって、ご存じのように孟宗竹というのはもの

すごい勢いで繁栄していきますから、それが実際に横浜で、非常に緑地被率３１％で、唯

一残している森すらも今それを脅かしている状態なので、その竹を市民が使っていこうと

いう運動をつくりたいと思っています。それはもっと竹を自分が、市民の人たちが日常的

にも、あるいは建材としてもどんどん使っていくという消費する運動をつくることで、竹

林が再生していく。竹林の再生というのは基本的には周囲の森の再生につながっていくと

いうような運動を市民がやろうとする際に、やはり非常に具体的に難しいと思うんですね、

こういうことの支援というのは。 

 だけれども、そういうことがこれからすごく重要な森づくりというのは、森利用とか使

用とかいう部分としてすごく重要なことになると思いますので、そういうところへの支援

制度というものを可能にしていただきたいなと。今回の突破口として、そういうところが

ちゃんと書かれているといいなというのが、基本的に実は言いたいことで、もうちょっと

これについて詳しく分析して、どこかでお話ししようかと思ったのですけれども、そんな

時間は実はないということだったので、とりあえずそれをまずご提案させていただきます。 

【委員長】  今のご指摘に対していかがでしょうか。 
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【事務局】  確かに我々が政策とか、いろいろ制度とかを考えるときに、いわゆる市民

団体の方々に対してどこまで支援できるかというのは、予算とかも含めて考えると、かな

り距離があることはあるんですよね。特に国が行うべき施策ということを前提に考えると、

地方公共団体とかを挟んで、どういうことができるかとかいうような考え方になるんだと

思うんですけれども、例えば専門家の派遣ですとか、そういうようなことはあったにして

も、多分小川委員がおっしゃられているようなムーブメントの支援とかいうのは、そうい

う専門家の派遣とかいうものじゃないですね。だから、なかなかうまくこうやって書けそ

うだなというのが思い浮かばないんですけれども、公共団体がもっとコーディネートする

機能とか、いろいろな制度の中でうまくそれが立ち回れるようにしてあげられるようなサ

ポートするような役回りだとか、そういったところをどういう人が果たしていくかとか。 

 先ほども話があった、場をどうやって提供するかだとか、そういうようなことの積み重

ねのような気がするので、一度原案をつくってご相談をさせていただきたいと思います。 

【J専門委員】  ここにある活力とか環境をほんとうに生かしていくのは、そういう力が

ないと、具体的にはあまり前と変わらない、ハード的な世界になっちゃうと思いますので、

ぜひその辺をお願いしたいなというふうに思います。 

 もう一つは、もうちょっと多様な参加のところで、森づくりとか書かれていますが、ど

ちらかというと行政側というのはメニュー提示型の参加が多いと思うんです、まず森づく

りに参加してくださいと。もっと多様な参加が自由に、こういうことをつくり出せるよう

な言い方というのを入れていただきたいなと。 

 例えば、ちょっと卑近な例でほかの省庁に申しわけないですけれども、チーム・マイナ

ス６％というのがございますね。あそこは６つの活動に参加してくれという言い方をして

いて、これはメニュー提示型といって、僕らにしてみると古い市民参加の方法なんですね。

そうじゃなくて、ＣＯ２を固定化するには市民は何をすればいいか。もっと市民の知恵を

絞り出すような運動にするのが本来の国民運動だろうと思いますので、そういうような、

もっと自由のある「みどり」への参加というのを支援するという、何かそういうものが欲

しいと思いました。 

【委員長】  ありがとうございました。いろいろ、書き込みについてはまたご検討をお

願いしたいと思います。 

 A委員。 

【A委員】  先ほどのJ専門委員の発言に触発されて、実際に例えばバリアフリーのとこ
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ろ、２３ページ、国立公園でもバリアフリーの対応がすごくでき上がっていて、昭和記念

公園が一番利用されているんですが、新しい北アルプスの安曇野では、障害のある方、そ

れから高齢者の方に実際に歩いてもらって、ある大学がサポートしながら、実際にこれで

いいとか評価しながら進めているわけですね。実際に目の見えない方用の掲示のあれも使

って。そういうあたりを少し事例的に示しながら、もう既にやっているものを改善してい

こうという取り組みをやっていらっしゃると思うんです。 

 それと、私は文科省のほうのいろんな審査をやっていると、大学が森に対して結構入り

込んで、いろいろと学生を参加させながらやっているという仕組みができ上がっているの

で、何か国が即お金を出すというと、やっぱり都道府県、市町村があるので、そこの書き

ぶりはちょっと難しいかもしれませんが、現実が動いているというところはありますね。

ですから、そういうあたりが、もちろんＮＰＯで間違った知識を与えるようでは困ります

けれども、そこはまた生態協会さんのほうに情報を問い合わせをできるような形にして、

そういう何か動きがキャッチできるような書き方を、具体的にどこに加えたらというのは

ちょっとわかりませんが、現実には動いているので。 

 それから、全建のあれで、私も審査委員長をやっていると、結構３年間の公共事業でい

ろいろと住民参加でやっている事例なんかもありますから、公園が少ないのはちょっとあ

れですけれども、道路が多いんですけれども、何かそういうあたりを検証していって、や

っているわけですね。ですから、そういうあたりも少し書き込める、ちょっとイメージが

できるようなところが必要かなと思いました。 

 全体の書きぶりがだめだということではなく、たくさんいろいろと書いていただき、枠

組みは私はこれで賛成しています。 

【委員長】  どうもありがとうございました。また、ご検討していただきたいと思いま

す。 

 一巡していますので、私からも発言ということで、実は、この公園小委員会、都市計画

部会の公園小委員会でございまして、当然ながら都市計画行政の中で、特に大正期以降、

いろんな公園緑地をつくる努力がされてきて、既に完成してから、関東大震災のものはも

う７０周年たっているわけです。ちょうど今月、大阪の御堂筋ができて７０周年で、地元

でもイベントをやっているようなんですが、御堂筋も大正にはイチョウ並木を、戦争中に

一度軍が切る命令を出したのを必死になって守ったという経緯もあって、今の堂々たる並

木になっているわけでございます。 
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 どういうふうにするか、これは委員としてのお願いということで、委員長の指示ではあ

りませんので検討してほしいんですが、一応、今回は管理のあり方となっていますので、

やっぱり５０年、７０年のインフラの良好な空間とかストックが現に全国各地にあると思

います。それは仙台の定禅寺通りの「みどり」は、大変市民が大事にしてくれて、木を１

本するのも市の中で大騒動になるような市は別としまして、たまたま管理している公共団

体が自分でどうでも再配置とか移してもいいという土地であると、首長さんが勘違いされ

るようになると困るということで、つまり公園というのは、多少機能が同じであれば、少

し別の場所に移してまた木を植えかえてと、確かに公園としての復元はできるわけですけ

れども、その地域にあって、また地域から非常に愛好されていたという公園なれば、やは

りそれ自体は一つの大事にしなきゃならない歴史だろうと思いますので、こういう発言を

すると大体どこを想定しているかおわかりだと思うんですが、つまり、東京都の中も大変

大名屋敷の跡地が多くて公園のストックが大きい文京区で、学校から公園から、いろんな

公共施設の再配置を多摩市からやっています。その結果、既存の公園の２カ所についての

地域の住民からの保存運動があるということで、ほんとうに公共施設の再配置が必要なの

かどうかということは、全体像はちょっとわかりませんが、私として、やはり逆に言うと、

地域から愛されている公園があるというのが一つはあるわけでございまして、やはりそう

いう歴史とか、そこに存在してきたものをもう少し大事にしようじゃないかという観点が、

どこかでちょっと。 

 つまり、単に、従来は都市計画、特に公園の変更・廃止等については、ほぼ同程度、も

しくはそれ以上の代替規模となった場合には、変更していた事例が確かに過去にあるわけ

ですけれども、未整備の公園は別としまして、既に整備されて、しかも地域にとっても意

味があるということについては、それは安易に変更改廃というのは避けるべきだろうと思

いますので、そこに何か警鐘を鳴らすような、それについては既に国としても地方公共団

体への指導というのは、もともと制度上できないことになっておりますし、つまり、地域

の地方公共団体の審議会で全部終わってしまうことなんですね。ですから、国の立場から

も、また何も言えないというのが実態でありまして、それが地方分権の中でのまちづくり

の一つの姿なわけでありますが、少しそういうことを大事にしてくださいよという言い方

をどこかで検討していただければありがたいなというのは、これは一委員としてのお願い

ございます。 

 そこで、一巡はいたしましたが、全体の枠組み等、基本的な内容についてはこれまで６
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回の審議の過程で、ほぼご了解いただいていると思います。また、きょうそれぞれご発言

いただきましたことはできる限り、事務局はいろんな時期も迫って大変だと思うんですが、

頑張っていただいて、加筆修正を検討していただきたいと思うんですが、もしこの後さら

にお気づきの点は、私並びに事務局にお伝えいただくということで。 

 実は、この資料３の後ろ側のところをごらんになっていただきたいんですが、どうもい

ろいろ、国土交通省の中での社会資本整備重点計画の策定のスケジュールの関係で、もと

もと今回の部会と小委員会は、社会資本整備重点計画の新たなものをつくるというための

いろんな審議をするということで始まっておりますので、こういう形でかなりスケジュー

ルが中で決まってきたようであります。つまり、８月以降に来年度の予算要求をして、い

ろんな政策を実現したいという意図があるようですので、このような政府としてのこれか

らのいろいろこういうことの審議会の議論を受けて、新たに政策展開したいという意図も

くみ取りながら、我々小委員会の報告としてはどこかで議論を収れんしなきゃいけないも

のですから、いろいろ書き込みすべき点は多々あるかもしれませんが、そういう点をご了

解いただいてということで、また積み残し課題は積み残し課題ということで、いずれ何年

後かに再度この委員会が再開するという場面もあると思いますので、またこの報告をフォ

ローアップするという機会もおそらくあるのではないかと思います。 

 そういうことをお含みおきの上で、そろそろ一応小委員会としての議論を収束というこ

とにしたいと思いますが、さらにどうしても追加の発言を今されたいということであれば

していただいて、特にないようでしたら、これでそろそろ終わりにしたいと思います。 

 じゃ、それぞれ、マリさんと、池谷さん。 

【E委員】  この小委員会の問題ではないと思うんですけれども、新しい時代の都市計画

はいかにあるべきかということなんですが、新しい時代は何なのかということが定義され

ていないと思うんですね。ただ、時間が動いているだけであって、新しい時代の国づくり

はどうしていくのかということが掲げられていなくて、ハウツーは出ていても、ビジョン

というのが、本文のほうで出てくるのでしょうか。 

 というのは、こっちは小委員会ですから、向こうが出している大きいマスタープランの

中の小委員会として支えているわけですから、何をしようとして、どういう都市計画にし

たいのかということを、私はもうちょっと明確にしないと、こちらが生きてこないと思う

んですね。やはり新しい時代をつくっていく上においては、例えば税制優遇の問題もあっ

たり、いろいろな形で、国土交通省だけではこういうことは単独でできない、みんなで一
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緒に横並びでやっていかなければいけないということを、私はもっと強調すべきだと思う

んです。今公園をもっとつくっていかなければいけなくなってきたかというと、結局今ま

での個人の家の「みどり」が相続のためにどんどん減ってしまったり、本来であったら別

に建てなくてもいいような大きな再開発が何のためにできてきているかということも含め

て、やはり考えなくてはいけないと思うんです。ですから、そういうところでの大きなス

トーリーをきちっとつくっていかないと、ただ同じことをまた繰り返していくような懸念

もあるので、新しい時代は、日本にとってどんな時代なんですかということを、一つ向こ

うにも投げかけたいなと思います。 

【委員長】  まとめてご回答いただきます。I専門委員。 

【I専門委員】  たまたま私も同じようなことを考えていたわけでして、やはり日本の国

の形、ビジョンをどうするかという目標があって、そこへ向かってどういう書き込みがあ

るのか。そういう中で、日本の場合、人口減少があるわけで、特に、とりわけすぐに起こ

るのは地方都市ですね。人口減少というのは実は、大変、美しい国を再度つくる絶好のチ

ャンスでもあるわけですね。その辺の今後の形と、こうあるべきじゃないかということを

訴える中で、人口減少を迎えて再度自然と共存した、また「みどり」と共存した都市をつ

くる必要があるということをやはり書く必要があるんじゃないか。 

 とかく、例えば北のほうのコンパクトシティで多少有名になった都市がありますけれど

も、あそこを見まして、私は大変危惧をするんです。古い形の、また何といいますか、中

心地域に大きな建物をつくって、そこでまとまってすごいわけです。それはそれでいいん

ですけれども、それだけじゃやっぱり違うだろうと。それは決して美しい町にはなってい

かないだろうと思うんですね。その辺のことは再度きちっと言う必要があるんじゃないか

と。そうしないと、美しいまちに行かなくて、汚くて、また収縮していっちゃうというこ

とが起こるんじゃないかなという感じもしますので、人口減少は現実に起こるわけですか

ら、その辺をきちっと書く必要があるのかなという感じです。 

【委員長】  ありがとうございました。まとめて事務局からご発言があれば。 

【事務局】  新しい時代の国のあり方とか、そういう一番近いところですと、都市計画

ですとか、そういうような話になるかと思いますけれども、書いている中では、確かに人

口減少ですとか、高齢化の話だとか、社会背景みたいなことは、一応基本的な認識ですと

か、そういうところで書いているんですね。確かに、国の姿とか、個人の生活の姿が、３

０年後、５０年後どういうふうになっているか、どういうものを目指すべきかというとこ
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ろまで踏み込んで、こちらから、「みどり」の世界からこれが答えであるということはなか

なか書けないんですけれども、書く基調といいますか、トーンというのは、やはり大きな

流れとして、環境だとか「みどり」だとか、そういうものを目的化したような政策とかい

うようなものが、全体的にそういう流れになっていくんじゃないかなというか、「みどり」

の世界の人間からすると、やっぱりそういうものを環境内で目的化したような、いろんな

政策というのを打っていくべきだというふうに考えていますので、少しでもそういう主張

が伝わるような書きぶりを考えていきたいなと思います。 

【委員長】  H臨時委員。 

【H臨時委員】  肝心なところに話が来ちゃったんですが、結局コンパクト化して、今便

利に、より時間のほうも、経済もですけれども、コンパクト化したとしても、生活環境を

豊かにという、それをどうやって両立させるかということの中に、この「みどり」のあり

方というのが出ているわけですね。どんどん自然に返してよければ、「みどり」の問題なん

か起こってこないわけですよ。だから、その辺、ぜひしっかり書いていただきたいと思う

んです。 

 要するに、もっと人口が集中して住む時代、つまり都市化がどんどん進む時代になって

きているということが背景にあるんだということは、多分親委員会のほうではわかってい

ると思うんですけれども、その中でどうあるべきかという問題だというふうに私は理解し

て参加しているんですけれども、よろしくお願いします。 

【委員長】  ということで、よく親の部会に関係する皆様方にお伝えいただければと思

います。 

 そこで、この小委員会報告、冒頭の書き出しも、この答申の中のある一部の中で今回、

しかも重点計画に対応してと、どうしてもこういう限定をしているものですから、どうも

少し本来、「みどり」の役割はとか、美しい国づくりはどうなのかというところを言いたい

ところをどうしても抑制しているというところで、やや皆さん、その点がご不満だろうと

思いますし、私が不満と言ってしまうと困るので、あえて言わないようにしておりますが、

一たん今回は、今月の時点で我々の成果として頑張ってこれだけまとめたということで、

一つの成果であるということでご認識いただければ。これまで７回にわたり、またきょう

はご欠席されていますが、小田原市でも現地で開催させていただいたり、いろんな形で、

また東京都も歴史的なこういう「みどり」のストックの中で開催したり、またいろんな関

係の公共団体からもご協力いただいた中でまとめられたものでございます。 
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 一応、そろそろ時間も迫っておりますので、さらにもしお気づきの点があれば、私並び

に事務局にお寄せいただくという前提で、本日いろいろご指摘、またご意見いただいたこ

とを踏まえて、本日の案に適宜加筆修正を加えた上で、日にちが決まっているわけでござ

いますが、６月７日に開催される予定の親組織であります都市計画部会に、この公園緑地

小委員会の報告として提出したいと思いますが、 後の文面のいろいろなところについて

は、申しわけございませんが、再度小委員会を開くという時間的なことも難しいというこ

とでございますので、小委員長に一任ということでご了解いただけると幸いでございます

が、いかがでございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

【委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

 それでは、一応そういうことで、文面修正ありという前提でございますが、本日の資料

２についてご了解いただいたということでございますので、今回の公園緑地小委員会の審

議は本日をもちまして終了ということになると思います。 

 今回の報告の取り扱いと今後の日程等について、事務局からご説明をお願いしたいと思

います。 

【事務局】  それでは資料３という、１枚紙をお配りしております。表のほうにはこの

小委員会の立ち上げから５月２１日、本日までの経緯が書いてございまして、裏のほうに

今後のスケジュールということで、全体の都市計画部会から、それから計画部会のほうに

上げていくという過程のことが書いてございます。 

 ６月７日に都市計画部会に、この小委員会からの報告という形で上げさせていただいて、

６月２１日には今度全体の計画部会ですね、それから基本問題小委員会が開催されるとい

うことで、これが６月２１日は、次期計画の策定と現行の計画のフォローアップと書いて

ある下に、基本問題小委員会も今回でもって解散と、６月２１日ですね。要するに７月１

２日の全体の取りまとめに向けて、社会資本整備重点計画に向けてやってきた全体の組織

というのが一つの役目といいますか、あれが終わるという格好でのスケジュールという格

好になっております。 

 その後、８月に概算要求という格好で、今度は５カ年、重点計画ですね。重点計画を含

めて２０年度の予算要求をして、１２月に政府の原案ができるということになると、今度

年が明けて、今度は社会資本整備審議会へ、重点計画を策定してくれというような付議が
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なされるわけでございます。また、２月から３月ということで、策定案はできて、パブリ

ックコメントをやって、地方公共団体からも意見を聞いて、６月ぐらいに、これは来年と

いうことでございますけれども、来年に計画部会で回答が得られるということで、夏には

閣議決定されるという段取りで進むことになります。 

 ですから、今回の小委員会についても計画部会に報告を上げるということが一番大きな

目的ということで、ここに書いてあります基本問題小委員会と同じように６月７日の計画

部会で了承ということになれば、この小委員会は形式的には解散するというような段取り

になっております。 

 今回、うちの事務局の運営のミスから中間取りまとめという形でできるものだと思って

おりましたけれども、これが急遽まとめなきゃいけないということになったこともござい

ますし、また、要求する段階ですとか、この重点計画を決める段階ですとか、また委員の

先生方からいろいろなリクエストの中でもう一回議論してみたいということがあれば、審

議会という形ではないですけれども、懇談会ですとか、いろいろなやり方ができると思っ

ていますので、またご意見をお伺いするような場も、必要に応じて考えてもらいたいと思

います。 

 以上でございます。 

【委員長】  事務局、ありがとうございました。ほかに特に事務局からご発言がなけれ

ば、これで審議としては終わりにしたいと思いますけれども、委員の皆さん、よろしゅう

ございますか。 

 ありがとうございました。 

 後に、審議としては終わりましたので、公園緑地課長から、何かご発言あれば、よろ

しくお願いいたします。 

【公園緑地課長】  長時間にわたりまして、報告に向けましての大変貴重なご意見、ま

たご熱心な審議をありがとうございました。事務局側としても少々残念でございますが、

本日が 後の小委員会でございます。今、事務局からご答弁ありましたようなことも、心

の準備をしてございますが、きょうが 後の小委員会ということでございますので、都市・

地域整備局長から、委員の皆様に一言お礼のごあいさつをさせていただきたいと存じます。 

【都市・地域整備局長】  という公園緑地課長の指示でございますので、一言。 

 昨年の９月から小委員会をきょうまで７回、大変熱心に、貴重なご意見を賜りまして、

ほんとうにありがとうございました。特に、この小委員会は委員長の計らいもございまし
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て、各委員からご報告、レポートをいただいたり、あるいは六本木ヒルズにお邪魔して委

員会をさせていただいたり、いろんな現場を見せていただいたりということで、非常に私

どもにとって、むしろ実りの多い委員会でございました。ありがとうございます。 

 その分、こちらのプレゼンテーションをこなしていただく時間が追われまして、特に

後のほうはちょっとばたばたしまして、大変申しわけございませんでした。再三議論が出

ていますけれども、全体のスケジュールの関係もありまして、ちょっとご無理を申し上げ

ましたことを、改めておわび申し上げます。 

 実は私の立場で言うと、今週３つございまして、これが 初で、この後、都市交通・市

街地整備小委員会とか、下水道小委員会とか、それぞれ今週ございまして、いずれもこれ

でおしまいという、同じおわびを３回言わないといかんという、きょうは１回目でござい

ます、私もちょっとつらい立場で。冗談はさておき、ほんとうにありがとうございました。 

 従来の、私どもの政策等で持っている都市公園を整備していくかという視点から見ると、

「みどり」の対象も質、あるいはだれがやるかとか管理の問題とか、いろいろ我々の想定

以上に話が広がって、いいレポートでありました。むしろ、私どもの政策ツールが届かな

いところもたくさんご指摘いただきましたので、それは課題でございますけれども、こう

いうレポートはなるべく広い、長い射程を構えてやったほうが、とりあえず苦労するとこ

ろもあるんですが、長い目で見て財産だと思っています。ほんとうにありがとうございま

した。今後とも引き続きよろしくご指導いただけますよう、またぜひこのメンバーで議論

できることを私も期待して、ごあいさつとさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

【委員長】  ありがとうございました。来年度に向けて、いろいろまた、こういう「み

どり」に関する施策が少しでもまた広がることを期待しておりますし、また我々のいろん

な発言も今後の課題として受けとめていただけるということですので、大変ありがたいこ

とだと思っております。 

 それでは、まさに時間も参りましたので、なかなか名残が尽きない点もございますが、

一応ある小委員会報告を出して、使命を果たすことができましたので、これをもって閉会

ということにさせていただきたいと思います。 

 これまで、ほんとうに長期間にわたりご審議いただきまして、また、委員の皆さん、事

務局の皆さん、大変だったと思いますが、まことにありがとうございました。 

 以上で終わりにいたします。 
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―― 了 ―― 


